
YS － CZ － G01 － 4 

重 要 事 項 説 明 書 

(認知症対応型共同生活介護) 

（介護予防認知症対応型共同生活介護） 

 

あなたに対する介護サービス提供開始にあたり、厚生省令第３７号１７３条８条に基づい

て、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．事業者 

事業者の名称 陽気株式会社 

事業者の所在地 広島県福山市神辺町道上１３３０番地１ 

法人種別 株式会社 

代表者名 國上 賢一 

電話番号 ０８４－９６２－３４３３ 

 

２．ご利用施設 

施設の名称 グループホームようき道上 

施設の所在地 広島県福山市神辺町道上１３３３番地１ 

電話番号 ０８４－９６３－２６８９ 

FAX 番号 ０８４－９６５－６４９０ 

 

３．事業所の目的と運営方針 

事業の目的 要支援、要介護者であって認知症の状態にある者に対し、適切

な認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同

生活介護を提供する。 

施設運営の方針 家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事等の世話及び日常生活

上の機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応

じ、自立した日常生活を営むことができるようにする。 

 

４．施設の概要 

(１)敷地及び建物 

敷地 １１６８．０６㎡ 

建物・構造 木造 2 階建て 2 階部分 

述べ床面積 ２７６．０９㎡ 

(２)主な設備 

設備の種類(１居住区) 数 

台所・食堂 １ 

居間 １ 

浴室・脱衣室 各１ 



便所 ３ 

居室 ９ 

 

５．職員体制：１共同生活住居(入居定員９人)に対して主たる職員 

従業者 管理者 常勤１名 

 計画作成担当者 非常勤１名 

 介護従事者 常勤７名 

  非常勤１名 

 

６．勤務体制 

介護職員 日勤  ８：３０～１７：３０ 遅出 １０：００～１９：００ 

半日 １３：３０～１７：３０ 夜勤 １７：００～翌１０：００ 

日中は、職員１名当たり利用者３名のお世話をします。 

夜間は、職員１名当たり利用者９名のお世話をします。 

 

７．施設サービスの概要 

(１)介護保険給付サービス 

種   類 内   容 

食事その他の家事介助 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従事

者が共同で行うよう努めます。 

排泄の介助 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

入浴の介助 一人ひとりの入浴習慣にあった適切な入浴介助を行うと共に、

入浴動作についても適切な援助を行います。 

着替えの介助 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮しま

す。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援

助します。 

機能訓練 

（生活リハビリ） 

利用者の状況に適合した援助を行い、生活機能の維持・改善に

努めます。利用者の趣味又は嗜好に応じた活動が行われるよう

支援します。利用者がそれぞれの役割をもって日常生活を送る

ことができるよう配慮します。 

健康管理 継続して健康チェックを行うと共に定期的に体力測定を行い、

健康管理に努めます。また、緊急等必要な場合には主治医ある

いは協力医療機関等に責任をもって引き継ぎます。 

相談及び援助 利用者及びそのご家族からのいかなる相談についても誠意を

もって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 

 

 

 



（２）介護保険給付外サービス 

種   類 内   容 

健康管理 嘱託医師により、健康管理に努めます。 

オムツの提供 利用者のご希望に応じて提供します。 

行政手続き代行 市役所での申請交付・申請手続き等を代わって行います。 

食材料の提供 新鮮で旬の食材料を提供します。 

教養娯楽・レクリエーショ

ン 

ドライブ、誕生会、四季の行事（お花見、納涼会、お月見等）

など、活動への参加を通じて利用者と共に、ご家族同士の交流

が図れるよう努めます。 

金銭管理（小遣い） 個人ごとの現金出納帳を作成し、収支の整理を行い、ご家族の

確認を得ます。 

理美容 ご家族の都合により理美容院への送迎が困難な場合は、送迎代

行を行います。 

（３）利用料 

居宅介護サービス基準額の１割負担  ※その他の加算 

  要支援２  ７６１円／日     初期加算             ３０円／日 

  要介護１  ７６５円／日   （１ヶ月を越える入院後も発生します）        

  要介護２  ８０１円／日     医療連携体制加算Ⅰ（イ）     ５７円／日 

  要介護３  ８２４円／日    医療連携体制加算Ⅰ（ロ）     ４７円／日 

  要介護４  ８４１円／日    医療連携体制加算Ⅰ（ハ）     ３７円／日   

要介護５  ８５９円／日   （但し要支援２の利用者には算定されません） 

                               医療連携体制加算Ⅱ         ５円／日 

                  認知症専門ケア加算Ⅰ        ３円／日 

認知症専門ケア加算Ⅱ         ４円／日 

認知症チームケア推進加算Ⅰ   １５０円／月 

認知症チームケア推進加算Ⅱ   １２０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ  １０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ   ５円／月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ    ２２円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ     １８円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅲ       ６円／日 

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ   ２０円／回 

栄養管理体制加算          ３０円／月 

生活機能向上連携加算Ⅰ         １００円／月 

生活機能向上連携加算Ⅱ         ２００円／月 

 

 

 

 

 



居宅介護サービス基準額の２割負担   ※その他の加算 

  要支援２  １，５２２円／日  初期加算             ６０円／日 

  要介護１  １，５３０円／日   （１ヶ月を越える入院後も発生します）        

  要介護２  １，６０２円／日  医療連携体制加算Ⅰ（イ）    １１４円／日 

  要介護３  １，６４８円／日  医療連携体制加算Ⅰ（ロ）     ９４円／日 

  要介護４  １，６８２円／日  医療連携体制加算Ⅰ（ハ）     ７４円／日 

要介護５  １，７１８円／日   （但し要支援２の利用者には算定されません） 

                               医療連携体制加算Ⅱ        １０円／日 

                  認知症専門ケア加算Ⅰ        ６円／日 

認知症専門ケア加算Ⅱ         ８円／日 

認知症チームケア推進加算Ⅰ   ３００円／月 

認知症チームケア推進加算Ⅱ   ２４０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ  ２０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ  １０円／月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ    ４４円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ     ３６円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅲ     １２円／日 

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ   ４０円／回 

栄養管理体制加算          ６０円／月 

生活機能向上連携加算Ⅰ         ２００円／月 

生活機能向上連携加算Ⅱ         ４００円／月 

 

居宅介護サービス基準額の３割負担   ※その他の加算 

要支援２  ２，２８３円／日  初期加算             ９０円／日 

  要介護１  ２，２９５円／日   （１ヶ月を越える入院後も発生します）        

  要介護２  ２，４０３円／日  医療連携体制加算Ⅰ（イ）    １７１円／日 

  要介護３  ２，４７２円／日   医療連携体制加算Ⅰ（ロ）    １４１円／日 

  要介護４  ２，５２３円／日  医療連携体制加算Ⅰ（ハ）    １１１円／日 

要介護５  ２，５７７円／日   （但し要支援２の利用者には算定されません） 

                               医療連携体制加算Ⅱ        １５円／日 

                  認知症専門ケア加算Ⅰ        ９円／日 

認知症専門ケア加算Ⅱ       １２円／日 

認知症チームケア推進加算Ⅰ   ４５０円／月 

認知症チームケア推進加算Ⅱ   ３６０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ  ３０円／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ  １５円／月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ    ６６円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ     ５４円／日 

サービス提供体制強化加算Ⅲ     １８円／日 

口腔・栄養スクーリング加算Ⅰ   ６０円／回 

栄養管理体制加算          ９０円／月 



生活機能向上連携加算Ⅰ         ３００円／月 

生活機能向上連携加算Ⅱ         ６００円／月 

 

１割負担～3 割負担の利用者に共通 

介護職員等処遇改善加算    一ヶ月の介護保険利用額に 18.6％を乗じた額 

共通費 

  家賃         ６０，０００円／月 

  食材料費       ４５，０００円／月 

  水道光熱費      １２，０００円／月 

その他 

  オムツ代   紙オムツ     ２，５００円／１袋 

         紙パンツ     ２，１００円／１袋 

         尿取りパット     ６００円／１袋 

 

８．苦情等申立先 

利用相談 管理責任者  藤本 俊吾 

苦情箱 グループホームようき道上玄関に設置 

苦情連絡先 ０８４－９６３－２６８９ 

 

９．協力医療機関 

医療機関名称 

院長名           

所在地 

電話番号 

上田内科 

上田 明 

福山市神辺町字湯野３７８－１３ 

０８４－９６３－５４４６ 

菅波第二歯科医院 

菅波 茂夫 

福山市神辺町川北７１５－７ 

０８４－９６３－１２１３ 

医療機関名称 

院長名           

所在地 

電話番号 

長外科胃腸科医院 

長 誠司 

福山市駅家町法成寺４－１ 

０８４－９７２－６３２１ 

 

 

１０．非常災害対策 

消防計画等 消防署への届出日  平成２６年 ８月１２日 

防火管理者     藤本 俊吾 

事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、避難・救出訓練を

行う。 

防災設備 誘導灯、消火器、防火カーテン、ガス漏れ報知機 

自動火災報知設備、消防機関に通報する火災報知設備 

スプリンクラー 

 

 



 

１１．サービスの提供体制の確保のための連携・支援体制 

上田内科 

長外科胃腸科医院 

菅波第二歯科医院 

介護老人保健施設ふぁみりい 

 

１２．当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者が宿泊される場合には職員に申し出て下さい。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、行き先と概ねの帰宅時間を職員に申し出

て下さい。 

嘱託医師以外の医療機関

への受診 

ご家族の協力をお願いする場合があります。 

居室・設備・器具の利用 事業所内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用

下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償

していただくことがございます。 

喫煙 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

迷惑行為 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

宗教活動・政治活動 事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠

慮願います。 

 

私は、本書面に基づいて職員（管理者 藤本 俊吾）から、上記重要事項の説明を受けた

ことを確認します。 

 

   令和    年    月   日 

 

         利用者     住所 

 

                 氏名               印 

 

         利用者の家族等 住所 

 

                 氏名               印 

                    

                 続柄 


